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平成３０年６月 富士見町議会定例会 議案提出 

 

 

議案第 １号  富士見町税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 

 

議案第 ２号  富士見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の専決処分について 

 

議案第 ３号  平成２９年度 富士見町一般会計補正予算（第９号）の専決処分について 

 

議案第 ４号  平成２９年度 富士見町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分につい

て 

 

議案第 ５号  平成２９年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の専決

処分について 

 

議案第 ６号  平成２９年度 富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）      

の専決処分について 

 

議案第  ７号  平成２９年度 富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算（第２号）の

専決処分について 

 

議案第 ８号  平成２９年度 富士見町富士見財産区特別会計補正予算（第２号）の専決

処分について 

 

議案第 ９号  平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第１号）の専決処分について 

 

議案第１０号  富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例 

 

議案第１１号  富士見町税条例の一部を改正する条例 

 

議案第１２号  富士見町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

議案第１３号  富士見町地域経済牽引事業の促進等のための固定資産税の課税の特例に

関する条例の一部を改正する条例 

 

議案第１４号  富士見町公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

議案第１５号  富士見町立コミュニティ・プラザ設置条例の一部を改正する条例 



 

議案第１６号  富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

議案第１７号  富士見町と岡谷市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関

する規約を廃止する規約の協議について 

 

議案第１８号  富士見町と諏訪市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関

する規約を廃止する規約の協議について 

 

議案第１９号  富士見町と茅野市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関

する規約を廃止する規約の協議について 

 

議案第２０号  富士見町と下諏訪町との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に

関する規約を廃止する規約の協議について 

 

議案第２１号  富士見町と原村との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関す

る規約を廃止する規約の協議について 

 

議案第２２号  富士見町の特定の事務を取扱わせる郵便局の指定等の取消しに関する協

議について 

 

議案第２３号  損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

議案第２４号  平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第２号）  

 

議案第２５号  平成３０年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 

上記のとおり提出します。 

 

 

  平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 富士見町長  名 取 重 治     

 

 

富士見町議会議長  五 味 平 一  殿 

 



議案第１号 

 

 

 

富士見町税条例等の一部を改正する条例の専決処分について 

 

 

 

富士見町税条例（昭和 30 年富士見町条例第 42 号）等の一部を改正する条例について、

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処分

したので、同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



専決第３号 

 

 

 

富士見町税条例等の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町税条例（昭和 30 年富士見町条例第 42 号）等の一部を次のとおり改正するもの

とする。 

 

 

 上記のとおり、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第 1項の規定により専決処

分する。 

  

 

 

平成３０年３月３１日 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



 

 

富士見町条例１１号 

 

富士見町税条例等の一部を改正する条例 

 

（富士見町税条例の一部改正） 

第１条 富士見町税条例（昭和 30年富士見町条例第 42号）の一部を次のように改正する。 

  第 20条に見出しとして「(年当たりの割合の基礎となる日数)」を付し、同条中「第 48

条第３項」を「第 48 条第５項」に、「第 52 条」を「第 52 条第１項及び第４項」に、

「及び」を「並びに」に改める。 

第 23 条第１項中「によつて」を「により」に改め、同条第３項中「この節」の次に

「（第 48 条第 10 項から第 12 項までを除く。）」を加える。 

第 24 条第１項中「によつて」を「により」に改め、同項第２号中「125 万円」を「135

万円」に改め、同条第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改め、「得

た金額」の次に「に 10 万円を加算した金額」を加える。 

第 31 条第２項中「当該」を「同表の」に改める。 

第 34 条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が 2,500 万円以下で

ある」を加える。 

第 34 条の６中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が 2,500 万円以下で

ある所得割の納税義務者」に改め、同条第１号ア及び第２号ア中「においては」を「に

は」に改める。 

第 36 条の２第１項中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によつて」

を「により」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所得税法第２条第１項第 33

号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）」を加え、同条第４項中

「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、同条第５項中「に

よつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「、第１項」を「、同項」

に改め、同条第６項中「の者」を「に掲げる者」に、「によつて」を「により」に、

「においては」を「には」に改め、同条第７項から第９項までの規定中「においては」

を「には」に、「の者」を「に掲げる者」に改める。 

第 47 条の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。 

第 47 条の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次条第２項」

に改め、同条第３項中「第 47 条の５第１項」と」の次に「、「の特別徴収義務者」と

あるのは「（同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の

特別徴収義務者」と」を加える。 

第 48 条第１項中「による申告書」の次に「（第 10 項及び第 11 項において「納税申

告書」という。）」を加え、同条第７項中「第 52 条第２項」を「第 52 条第４項」に

改め、同項を同条第９項とし、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項



 

 

の場合」を「第５項の場合」に改め、同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第６

項とし、同条第３項中「第５項第１号」を「第７項第１号」に改め、同項を同条第５

項とし、同条第２項中「法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有

する法人」を「内国法人」に、「第 321 条の８第 24 項」を「第 321 条の８第 26 項」

に、「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第１項の次に次の２

項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この条にお

いて「内国法人」という。）が、租税特別措置法第 66 条の７第４項及び第 10 項又は

第 68 条の 91 第４項及び第 10 項の規定の適用を受ける場合には、法第 321 条の８第

24 項及び令第 48 条の 12 の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定に

より申告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第 66 条の９の３第４項及び第 10 項又は第 68 条の 93

の３第４項及び第 10 項の規定の適用を受ける場合には、法第 321 条の８第 25 項及び

令第 48 条の 12 の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。 

    第 48 条に次の３項を加える。 

10 法第 321条の８第 42項に規定する特定法人である内国法人は、第１項の規定により、

納税申告書により行うこととされている法人の町民税の申告については、同項の規定

にかかわらず、同条第 42 項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載す

べきものとされている事項（次項において「申告書記載事項」という。）を、法第 762

条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同

機構（第 12 項において「機構」という。）を経由して行う方法その他施行規則で定め

る方法により町長に提供することにより、行わなければならない。 

11 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納

税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適

用する。 

12 第 10 項の規定により行われた同項の申告は、法第 762 条第１号の機構の使用に係る

電子計算機（入出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に同項

に規定する町長に到達したものとみなす。 

第 52 条第１項及び第２項中「によつて」を「により」に改め、同項を同条第４項と

し、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 第 48 条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同

条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り町民税を免れた法人が法第 321条の 11第１項又は第３項の規定による更正があるべ

きことを予知して提出した修正申告書に係る町民税又は令第 48 条の 16 の２第３項に

規定する町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当



 

 

初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が第 52 条第１項の法

人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合に

は、同日）から第 52 条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

３ 第 50 条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為に

より町民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき町民税又は令

第 48条の 15の５第４項に規定する町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その

日が第 52 条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過し

た日より前である場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限までの期間」

と読み替えるものとする。 

    第 52 条に次の２項を加える。 

５ 第 48 条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同

条第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り町民税を免れた法人が法第 321条の 11第１項又は第３項の規定による更正があるべ

きことを予知して提出した修正申告書に係る町民税又は令第 48 条の 16 の２第３項に

規定する町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が第 52 条第４項の連

結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場

合には、同日）から第 52 条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるもの

とする。 

６ 第 50 条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合において、

同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為に

より町民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき町民税又は令

第 48条の 15の５第４項に規定する町民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その

日が第 52 条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経

過した日より前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。 

第 92 条を第 92 条の 2 とし、第２章第４節中同条の前に次の１条を加える。 

  （製造たばこの区分） 

第 92 条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造た

ばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。 

(1) 喫煙用の製造たばこ 

ア 紙巻たばこ 



 

 

      イ 葉巻たばこ 

      ウ パイプたばこ 

      エ 刻みたばこ 

      オ 加熱式たばこ 

 (2) かみ用の製造たばこ 

 (3) かぎ用の製造たばこ 

    第 93 条の次に次の１条を加える。 

（製造たばことみなす場合） 

第 93 条の２ 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその

他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定する

会社（以下この条において「会社」という。）、加熱式たばこの喫煙用具であって加

熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製

造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセ

リンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委

託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第８条の２の２で定め

る者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下

この条及び次条第３項第１号において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は、

製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式た

ばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。 

第 94 条第１項中「第 92 条第１項」を「第 92 条の２第１項」に改め、「消費等」の

次に「（以下この条及び第 98 条において「売渡し等」という。）」を加え、同条第２

項中「前項の製造たばこ」の次に「（加熱式たばこを除く。）」を加え、「喫煙用の

紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に、「当該右欄」を「同表の右欄」に改め、同項後段

を削り、同項の表第１号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め、同号イ中「葉

巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め、同条第４項中「前項」を「前２項」に改め、

「関し、」の次に「第４項の」を、「重量」の次に「又は前項の加熱式たばこの品目

ごとの１個当たりの重量」を加え、同項を同条第６項とし、同項の前に次の１項を加

える。 

５ 第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

（同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法によ

り行うものとする。 

第 94 条第３項中「前項」を「第２項」に改め、「の重量を」の次に「紙巻たばこの」

を加え、「場合の」を「場合又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加

熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」に、「第 92 条第１項



 

 

の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に、「同欄に掲げ

る」を「第 92 条に掲げる」に、「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に改め、同

項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は、第１号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に 0.8 を乗じて計算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方

法により換算した紙巻たばこの本数に 0.2 を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第

３号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に 0.2 を乗じて計算した紙巻たば

この本数の合計数によるものとする。 

(1) 加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の１グラムをもつて

紙巻たばこの１本に換算する方法 

(2) 加熱式たばこの重量（フィルターその他の施行規則第 16 条の２の２で定めるも

のに係る部分の重量を除く。）の 0.4 グラムをもつて紙巻たばこの 0.5 本に換算す

る方法 

(3) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの

１本の金額に相当する金額（所得税法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第７号）

附則第 48 条第１項第１号に定めるたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に

伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律（平成 10 年法律第 137 号）第８条

第１項に規定するたばこ特別税の税率、法第 74 条の５に規定するたばこ税の税率及び

法第 468 条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ 1,000 で除して得た金額の合計額を

100 分の 60 で除して計算した金額をいう。第８項において同じ。）をもつて紙巻たば

この 0.5 本に換算する方法 

ア 売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第 33 条第１項又は第２項の認可

を受けた小売定価をいう。）が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相

当する金額（消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）の規定により課されるべき消費

税に相当する金額及び法第２章第３節の規定により課されるべき地方消費税に相

当する金額を除く。） 

イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法（昭和 59 年法律第 72 号）第

10 条第３項第２号ロ及び第４項の規定の例により算定した金額 

第 94 条に次の４項を加える。 

７ 第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はイに定める金額を

紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品

目ごとの１個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数

量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により

行うものとする。 

８ 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの第３項第３号アに定め

る金額又は紙巻たばこの１本の金額に相当する金額に１銭未満の端がある場合には、



 

 

その端数を切り捨てるものとする。 

９ 第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に同項に規定する数を乗

じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨

てるものとする。 

10 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で

定めるところによる。 

第 95 条中「5,262 円」を「5,692 円」に改める。 

第 96 条第３項中「第 92 条」を「第 92 条の２」に改める。 

第 98 条中「第 92 条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等」を「売

渡し等」に改める。 

附則第３条の２第１項中「第 48 条第３項」を「第 48 条第５項」に改め、同条第２

項中「第 52 条」を「第 52 条第１項及び第４項」に、「同条」を「これら」に改める。 

附則第４条第１項中「第 52 条に」を「第 52 条第１項及び第４項に」に、「同項」

を「前条第２項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。 

附則第５条第１項中「得た金額」の次に「に 10 万円を加算した金額」を加える。 

附則第 10 条の２第３項を削り、同条第４項中「附則第 15 条第２項第７号」を「附則

第 15 条第２項第６号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項を同条第４項とし、

同条第６項を同条第５項とし、同条第 15 項中「附則第 15 条の８第４項」を「附則第 15

条の８第２項」に改め、同項を同条第 19項とし、同条第 14項を同条第 18項とし、同条

第 13 項を同条第 17 項とし、同条第 12 項を同条第 16 項とし、同条第 11 項を同条第 15

項とし、同条第 10項中「附則第 15条第 32項第２号ハ」を「附則第 15条第 32項第３号

ハ」に改め、同項を同条第 14項とし、同条第９項中「附則第 15条第 32項第２号ロ」を

「附則第 15条第 32項第３号ロ」に改め、同項を同条第 13項とし、同条第８項中「附則

第 15 条第 32 項第２号イ」を「附則第 15 条第 32 項第３号イ」に改め、同項を同条第 12

項とし、同条第７項を同条第６項とし、同項の次に次の５項を加える。 

７ 法附則第 15 条第 32 項第１号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第 15 条第 32 項第１号ニに規定する設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第 15 条第 32 項第１号ホに規定する設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

10 法附則第 15 条第 32 項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

11 法附則第 15 条第 32 項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

附則第 10条の３第３項中「附則第 15条の８第３項」を「附則第 15条の８第１項」に



 

 

改め、同項第２号中「附則第 12条第 17項」を「附則第 12条第８項」に改め、同条第４

項中「附則第 15 条の８第４項」を「附則第 15 条の８第２項」に、「附則第 12 条第 21

項第１号ロ」を「附則第 12条第 12項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第 15条の

８第５項」を「附則第 15 条の８第３項」に改め、同項第２号中「附則第 12 条第 24 項」

を「附則第 12条第 15項」に、「同条第 17項」を「同条第８項」に改め、同条第６項中

「附則第 12 条第 26 項」を「附則第 12 条第 17 項」に改め、同条第７項中「附則第７条

第９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、同項第４号中「附則第 12条第 30項」

を「附則第 12 条第 21 項」に改め、同項第６号中「附則第 12 条第 31 項」を「附則第 12

条第 22 項」に改め、同条第８項中「附則第７条第 10 項各号」を「附則第７条第９項各

号」に改め、同項第５号中「附則第 12 条第 38 項」を「附則第 12 条第 29 項」に改め、

同条第９項中「附則第７条第 11 項各号」を「附則第７条第 10 項各号」に改め、同条第

10 項中「附則第７条第 12 項各号」を「附則第７条第 11 項各号」に改め、同項第５号中

「附則第 12条第 38項」を「附則第 12条第 29項」に改め、同条第 11項中「附則第７条

第 14 項」を「附則第７条第 13 項」に、「附則第 12 条第 26 項」を「附則第 12 条第 17

項」に改め、同条に次の１項を加える。 

12 法附則第 15 条の 11 第１項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律施行規則（平成 18 年国土交通省令第 110 号）第 10 条第２項に規定する通知書の写

し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成 24 年法律第 49 号）第２条

第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して町

長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成 18 年

政令第 379 号）第５条第３号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定す

る集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別 

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日 

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場

合には、３月以内に提出することができなかつた理由 

附則第 11 条の見出し中「平成 27 年度から平成 29 年度まで」を「平成 30 年度から平

成 32年度まで」に改め、同条第６号中「にあつては」を「には」に改める。 

附則第 11 条の２の見出し中「平成 28 年度又は平成 29 年度」を「平成 31 年度又は平

成 32 年度」に改め、同条第１項中「平成 28 年度分又は平成 29 年度分」を「平成 31 年



 

 

度分又は平成 32年度分」に改め、同条第２項中「平成 28年度適用土地」を「平成 31年

度適用土地」に、「平成 28年度類似適用土地」を「平成 31年度類似適用土地」に、「平

成 29年度分」を「平成 32年度分」に改める。 

附則第 12条の見出し及び同条第１項中「平成 27年度から平成 29年度まで」を「平成

30 年度から平成 32 年度まで」に改め、同条第２項及び第３項中「平成 27 年度から平成

29 年度まで」を「平成 30 年度から平成 32 年度まで」に、「にあつては」を「には」に

改め、同条第４項中「平成 27 年度から平成 29 年度まで」を「平成 30 年度から平成 32

年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、

同条第５項中「平成 27 年度から平成 29 年度まで」を「平成 30 年度から平成 32 年度ま

で」に改める。 

附則第 13 条（見出しを含む。）中「平成 27 年度から平成 29 年度まで」を「平成 30

年度から平成 32年度まで」に改める。 

附則第 15 条第１項中「平成 27 年度から平成 29 年度まで」を「平成 30 年度から平

成 32 年度まで」に改め、同条第２項中「平成 30 年３月 31 日」を「平成 33 年３月 31

日」に改める。 

附則第 17 条の２第３項中「第 37 条の７」を「第 37 条の６」に、「第 37 条の９の

４又は第 37 条の９の５」を「第 37 条の８又は第 37 条の９」に改める。 

第２条 富士見町税条例（昭和 30 年富士見町条例 42 号）の一部を次のように改正する。 

第 94 条第３項中「0.8」を「0.6」に、「0.2」を「0.4」に改める。 

附則第 10 条の２第 17 項中「附則第 15 条第 44 項」を「附則第 15 条第 43 項」に改

め、同条第 18 項中「附則第 15 条第 45 項」を「附則第 15 条第 44 項」に改める。 

第３条 富士見町税条例（昭和 30 年富士見町条例 42 号）の一部を次のように改正する。 

第 94 条第３項中「0.6」を「0.4」に、「0.4 を」を「0.6 を」に改め、同項第３号

中「附則第 48 条第１項第１号」を「附則第 48 条第１項第２号」に改める。 

第 95 条中「5,692 円」を「6,122 円」に改める。 

第４条 富士見町税条例（昭和 30 年富士見町条例 42 号）の一部を次のように改正する。 

第 94 条第３項中「0.4 を」を「0.2 を」に、「0.6」を「0.8」に改め、同項第３号

中「所得税法等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第７号）附則第 48 条第１項第

２号に定める」を「たばこ税法（昭和 59 年法律第 72 号）第 11 条第１項に規定する」

に改め、同号イ中「（昭和 59 年法律第 72 号）」を削る。 

第 95 条中「6,122 円」を「6,552 円」に改める。 

第５条 富士見町税条例（昭和 30年富士見町条例第 42号）の一部を次のように改正する。 

第 93 条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。 

第 94 条第３項中「第１号」を「次」に改め、「紙巻たばこの本数に 0.2 を乗じて計

算した紙巻たばこの本数、第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に

0.8 を乗じて計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻



 

 

たばこの本数に 0.8 を乗じて計算した」を削り、同項第１号を削り、同項第２号を同

項第１号とし、同項第３号を同項第２号とし、同条第４項中「又は第３項第１号に掲

げる方法により同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場

合」を削り、同条第５項中「第３項第２号」を「第３項第１号」に改め、同条第７項

中「第３項第３号」を「第３項第２号」に改め、同条第８項中「第３項第３号ア」を

「第３項第２号ア」に改め、同条第９項を削り、同条第 10 項を同条第９項とする。 

（富士見町税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 富士見町税条例の一部を改正する条例（平成 27 年富士見町条例第 10 号）の一

部を次のように改正する。 

附則第５条第２項中「新条例」を「富士見町税条例」に改め、同項第３号中「平成

31 年３月 31 日」を「平成 31 年９月 30 日」に改め、同条第４項中「新条例第 92 条第

１項」を「富士見町税条例第 92 条の２第１項」に改め、同条第 13 項中「平成 31 年４

月１日」を「平成 31 年 10 月１日」に、「1,262 円」を「1,692 円」に改め、同条第

14 項の表第５項の項中「平成 31 年４月 30 日」を「平成 31 年 10 月 31 日」に改め、

同表第６項の項中「平成 31 年９月 30 日」を「平成 32 年３月 31 日」に改める。 

    

附 則 

  （施行期日） 

第１条 この条例は、平成 30 年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中富士見町税条例第 92 条を第 92 条の２とし、第２章第４節中同条の前に

１条を加える改正規定、同条例第 93 条の次に１条を加える改正規定並びに同条例第

94条から第 96条まで及び第 98条の改正規定並びに第６条並びに附則第５条から第

７条までの規定 平成 30 年 10 月１日 

(2) 第１条中富士見町税条例第 24 条第２項の改正規定（「控除対象配偶者」を「同

一生計配偶者」に改める部分に限る。）及び同条例第 36 条の２第１項の改正規定並

びに同条例附則第 17 条の２第３項の改正規定並びに次条第１項の規定 平成 31 年

１月１日 

(3) 第２条（次号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 平成 31 年４

月１日 

(4) 第２条中富士見町税条例第 94 条第３項の改正規定 平成 31 年 10 月１日 

(5) 第１条中富士見町税条例第 23条第１項及び第３項並びに第 48条第１項の改正規

定並びに同条に３項を加える改正規定並びに次条第４項の規定 平成 32 年４月１

日 

(6) 第３条並びに附則第８条及び第９条の規定 平成 32 年 10 月１日 

(7) 第１条中富士見町税条例第 24 条第１項第２号の改正規定、同条第２項の改正規



 

 

定（第２号に掲げる改正規定を除く。）並びに同条例第 34 条の２及び第 34 条の６

の改正規定並びに同条例附則第５条の改正規定並びに次条第２項の規定 平成 33

年１月１日 

(8) 第４条並びに附則第 10 条及び第 11 条の規定 平成 33 年 10 月１日 

(9) 第５条の規定 平成 34 年 10 月１日 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の富士見町税条例の規定中個人の町民税

に関する部分は、平成 31 年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成 30

年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の富士見町税条例の規定中個人の町民税に関

する部分は、平成 33 年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成 32 年度

分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

３ 第１条の規定による改正後の富士見町税条例（次項及び次条第１項において「新条

例」という。）第 52 条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定は、平成 29 年１月

１日以後に同条第１項又は第４項の申告書の提出期限が到来する法人の町民税に係る

延滞金について適用する。 

４ 新条例第 23 条第１項及び第３項並びに第 48 条第 10 項から第 12 項までの規定は、

前条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同

日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した

事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税につ

いては、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平

成 30 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成 29 年度分までの固定資産

税については、なお従前の例による。 

２ 平成 28年４月１日から平成 30年３月 31日までの間に取得された地方税法等の一部

を改正する法律（平成 30 年法律第３号。次条において「改正法」という。）第１条の

規定による改正前の地方税法（昭和 25 年法律第 226 号。以下この条において「旧法」

という。）附則第 15 条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

３ 平成 28年４月１日から平成 30年３月 31日までの間に新たに取得された旧法附則第

15 条第 32 項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

４ 平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの間に新築された旧法附則第 15 条

の８第２項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 



 

 

第４条 平成 29年４月１日から平成 31年３月 31日までの期間（以下この条において「適

用期間」という。）に改正法第２条の規定による改正前の地方税法附則第 15 条第 43

項に規定する中小事業者等（以下この条において「中小事業者等」という。）が取得

（同項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。）をした同項に規定する機

械装置等（以下この条において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同項に

規定するリース取引（以下この条において「リース取引」という。）に係る契約によ

り機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同項に

規定する経営力向上設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により

引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。）に対して課する固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に

課した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る町たばこ税） 

第６条 平成 30 年 10 月１日前に地方税法第 465 条第１項に規定する売渡し又は同条第

２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第 469 条第１項第１号及び第２号に規定

する売渡しを除く。附則第９条第１項及び第 11 条第１項において「売渡し等」という。）

が行われた製造たばこ（富士見町税条例等の一部を改正する条例（平成 27 年富士見町

条例第 10 号）附則第５条第１項に規定する紙巻たばこ３級品を除く。以下この項及び

第５項において「製造たばこ」という。）を同日に販売のため所持する卸売販売業者

等（附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の富士見町税条例（第４項及び第５

項において「30 年新条例」という。）第 92 条の２第１項に規定する卸売販売業者等

をいう。以下同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法

等の一部を改正する法律（平成 30 年法律第７号。附則第９条第１項及び第 11 条第１

項において「所得税法等改正法」という。）附則第 51 条第１項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出

したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これら

の者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場

合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町

の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。

この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造た

ばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000 本につき 430 円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、

地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成 30 年総務省令第 24 号）別記第２号様

式による申告書を平成 30 年 10 月 31 日までに町長に提出しなければならない。 



 

 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成 31 年４月１日までに、その申告に係

る税金を地方税法施行規則（昭和 29 年総理府令第 23 号。以下「施行規則」という。）

第 34 号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、

30 年新条例第 19 条、第 98 条第４項及び第５項、第 100 条の２並びに第 101 条の規定

を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる 30 年新条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 19条 第 98 条第１項若しくは第２

項、 

富士見町税条例等の一部を改正する

条例（平成30年富士見町条例第 号。

以下この条及び第２章第４節におい

て「平成 30年改正条例」という。）

附則第６条第３項、 

第 19条第２号 第 98 条第１項若しくは第２

項 

平成30年改正条例附則第６条第２項 

第 19条第３号 第 81 条の６第１項の申告

書、第 98 条第１項若しくは

第２項の申告書又は第 139

条第１項の申告書でその提

出期限 

平成30年改正条例附則第６条第３項

の納期限 

第 98条第４項 施行規則第 34 号の２様式又

は第 34号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部を改正する

省令（平成 30 年総務省令第 24 号）

別記第２号様式 

第 98条第５項 第１項又は第２項 平成30年改正条例附則第６条第３項 

第 100 条の２第

１項 

第 98条第１項又は第２項 平成30年改正条例附則第６条第２項 

当該各項 同項 

第 101条第２項 第 98条第１項又は第２項 平成30年改正条例附則第６条第３項 

５ 30年新条例第 99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第 16条の２の５又

は第 16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第 16

号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により町たばこ税が課され

た、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付し



 

 

なければならない。 

（手持品課税に係る町たばこ税に関する経過措置） 

第７条 平成 30 年 10 月１日から平成 31 年９月 30 日までの間における前条第４項の規定

の適用については、同項の表第 19 条第３号の項中「第 81 条の６第１項の申告書、第 98

条第１項」とあるのは、「第 98条第１項」とする。 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第８条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日前に課

した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る町たばこ税） 

第９条 平成 32 年 10 月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改

正法附則第 51条第９項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（こ

れらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者

が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営

業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみな

して、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡し

たものとみなされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000 本につき

430円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地

方税法施行規則の一部を改正する省令（平成 30年総務省令第 25号。附則第 11条第２項

において「平成 30 年改正規則」という。）別記第２号様式による申告書を平成 32 年 11

月２日までに町長に提出しなければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成 33 年３月 31 日までに、その申告に係

る税金を施行規則第 34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、第

３条の規定による改正後の富士見町税条例（以下この項及び次項において「32年新条例」

という。）第 19 条、第 98 条第４項及び第５項、第 100 条の２並びに第 101 条の規定を

適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる 32年新条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 19条 第 98 条第１項若しくは第２

項、 

富士見町税条例等の一部を改正する

条例（平成30年富士見町条例第 号。

以下この条及び第２章第４節におい

て「平成 30年改正条例」という。）



 

 

附則第９条第３項、 

第 19条第２号 第 98 条第１項若しくは第２

項 

平成30年改正条例附則第９条第２項 

第 19条第３号 第 81 条の６第１項の申告

書、第 98 条第１項若しくは

第２項の申告書又は第 139

条第１項の申告書でその提

出期限 

平成30年改正条例附則第９条第３項

の納期限 

 

第 98条第４項 

 

施行規則第 34 号の２様式又

は第 34号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部を改正する

省令（平成 30 年総務省令第 25 号）

別記第２号様式 

第 98条第５項 第１項又は第２項 平成30年改正条例附則第９条第３項 

第 100 条の２第

１項 

第 98条第１項又は第２項 平成30年改正条例附則第９条第２項 

当該各項 同項 

第 101条第２項 第 98条第１項又は第２項 平成30年改正条例附則第９条第３項 

５ 32年新条例第 99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第 16条の２の５又

は第 16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第 16

号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により町たばこ税が課され

た、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第 10条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第８号に掲げる規定の施行の日前に課

した、又は課すべきであった町たばこ税については、なお従前の例による。 

（手持品課税に係る町たばこ税） 

第 11条 平成 33年 10月１日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改

正法附則第 51 条第 11 項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日

にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたば

こ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ

（これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これら



 

 

の者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理す

る営業所において所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものと

みなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り

渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につ

き 430円とする。 

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平

成 30年改正規則別記第２号様式による申告書を平成 33年 11月１日までに町長に提出し

なければならない。 

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成 34 年３月 31 日までに、その申告に係

る税金を施行規則第 34号の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により町たばこ税を課する場合には、前３項に規定するもののほか、第

４条の規定による改正後の富士見町税条例（以下この項及び次項において「33年新条例」

という。）第 19 条、第 98 条第４項及び第５項、第 100 条の２並びに第 101 条の規定を

適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる 33年新条例の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第 19条 

 

第 98 条第１項若しくは第２

項、 

 

富士見町税条例等の一部を改正する

条例（平成30年富士見町条例第 号。

以下この条及び第２章第４節におい

て「平成 30年改正条例」という。）

附則第 11条第３項、 

第 19条第２号 第 98 条第１項若しくは第２

項 

平成 30 年改正条例附則第 11 条第２

項 

第 19条第３号 第 81 条の６第１項の申告

書、第 98 条第１項若しくは

第２項の申告書又は第 139

条第１項の申告書でその提

出期限 

平成 30 年改正条例附則第 11 条第３

項の納期限 

 

 

第 98条第４項 

 

施行規則第 34 号の２様式又

は第 34号の２の２様式 

地方税法施行規則の一部を改正する

省令（平成 30 年総務省令第 25 号）

別記第２号様式 

第 98条第５項 第１項又は第２項 平成 30 年改正条例附則第 11 条第３

項 

第 100 条の２第

１項 

第 98条第１項又は第２項 平成 30 年改正条例附則第 11 条第２

項 

当該各項 同項 



 

 

第 101条第２項 

 

第 98条第１項又は第２項 平成 30 年改正条例附則第 11 条第３

項 

５ 33年新条例第 99条の規定は、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた卸売販売業者等につ

いて準用する。この場合において、当該卸売販売業者等は、施行規則第 16条の２の５又

は第 16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告書に添付すべき施行規則第 16

号の５様式による書類中「返還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除

又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規定により町たばこ税が課され

た、又は課されるべきであった旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製

造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書類をこれらの申告書に添付し

なければならない。 

 



議案第２号 

 

 

 

富士見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例の専決処分について 

 

 

 

富士見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年 

富士見町条例第 17 号）の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 179 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第 3 項の規定によ

り報告し、議会の承認を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



専決第４号 

 

 

 

富士見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

 

 

富士見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年 

富士見町条例第 17号）の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 上記のとおり、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第 1項の規定により専決処

分する。 

  

 

 

平成３０年３月３１日 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



 

富士見町条例１２号 

 

富士見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例 

 

 富士見町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年 

富士見町条例第17号）の一部を次のように改正する。 

 

第11条第3項第4号中「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又

は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」を「教育職員免許法(昭和24年法律第147号)

第4条に規定する免許状を有する者」に改め、同項に次の1号を加える。 

(10) 5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、町長が適当と認めたもの 

 

附 則 

この条例は、平成30年4月1日から施行する。  

 

 

 

 



議案第３号 

平成２９年度富士見町一般会計補正予算（第９号）の専決処分について 

 平成２９年度富士見町一般会計補正予算（第９号）について、地方自治法（昭和 22年法律

第 67 号）第 179条第 1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第 3項の規定に

より報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ６月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第１号

　平成２９年度 富士見町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,300 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,368,770 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　３月１４日　　

平成２９年度　富士見町一般会計補正予算　(第９号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治



























議案第４号 

平成２９年度富士見町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分について 

 平成２９年度富士見町一般会計補正予算（第１０号）について、地方自治法（昭和 22年法

律第 67 号）第 179条第 1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第 3項の規定

により報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ６月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第５号

　平成２９年度 富士見町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 129,711 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,498,481 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

第２条　地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる

経費は「第２表　繰越明許費」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　３月３１日　　

　（繰越明許費）

平成２９年度　富士見町一般会計補正予算　(第１０号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治



















第　２　表 　繰　　越　　明　　許　　費

千円

 　８　土木費 　２　道路橋梁費 　　橋梁維持費 48,896

款 項 事　　　業　　　名 金　　　　額





























































































１．特別職

２．一般職

オ　期末手当、勤勉手当

(　) 内は再任用職員

給　　　　　与　　　　　費　　　　　明　　　　　細　　　　　書

（単位　千円）

区 分
職員数
（人）

給　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　費

共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料

期 末 手 当
年間支給率 地域手当 寒 冷地 手当 その他の手当 計

補正後

長　　等 2 15,588
6,163

140 21 21,912 2,689 24,601
その他は
通勤手当3.30

議　　員 11 28,435
11,238

39,673 10,646 50,319
3.30

その他の
特 別 職

1,112 57,637

1 6,408
2,534

57,637 57,637

89 9,031 1,773 10,804
3.30

計
1,112 57,637 57,637 57,637

14 28,435 21,996 19,935 229 21 70,616 15,108 85,724

補正前

長　　等 2 15,588
6,069

140 21 21,818 2,689 24,507
その他は
通勤手当3.25

議　　員 11 28,428
11,068

39,496 10,646 50,142
3.25

その他の
特 別 職

1,179 62,170

1 6,408
2,495

62,170 62,170

89 8,992 1,773 10,765
3.25

計
1,179 62,170

14 28,428 21,996 19,632 229 21 70,306 15,108 85,414

62,170 62,170

区 分
支 給 期 別 支 給 率

支給率計（月分）
職制上の段階、職務
の級等による加算措

置
備　　　　　　考

６　月　（月分） １２　月　（月分） ３　月　（月分）

補 正 後
（　　　　　） （　　　　　） （　　　　　）

有
2.125 2.275 4.400

補 正 前
（　　　　　） （　　　　　） （　　　　　） （　　　　　）

有
2.075 2.225 4.300





議案第５号 

平成２９年度富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の専決処分について 

 平成２９年度富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

3項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ６月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第６号

　平成２９年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 10,766 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 1,753,381 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　３月３１日　　

平成２９年度　富士見町国民健康保険特別会計補正予算　(第４号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治



































１．特別職

2．一般職

（１）総　　　　　　　　　括

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

（３）給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

給　　　　　与　　　　　費　　　　　明　　　　　細　　　　　書

（単位　千円）

区 分
職員数
（人）

給　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　費
共 済 費 合　　　計 備 考

報 酬 給 料 期末手当 地域手当 寒冷地 手当 その他の手当 計

補正後
その他の
特 別 職

6 38 38 38

補正前
その他の
特 別 職

6 96 96 96

比較
その他の
特 別 職

0 △ 58 △ 58 △ 58

（単位　千円）

区分 職　　員　（人）
給　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　費

共 済 費 合 計 備 考
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

補 正 後 4 13,062 7,185 20,247 4,114 24,361

補 正 前 4 15,820 7,228 23,048 5,094 28,142

比 較 0 △ 2,758 △ 43 △ 2,801 △ 980 △ 3,781

区 分
給　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　費

扶 養 手 当 通 勤 手 当 特 殊 勤 務 手当 期 末 手 当 勤 勉 手 当 寒 冷 地 手 当 時間外勤務手当

補 正 後 624 29 2,932 1,998 266 298

職 員 手 当 の 補 正 前 234 147 3,715 2,114 214 300

内 訳 比 較 390 △ 118 △ 783 △ 116 52 △ 2

区 分 児 童 手 当 等 住 居 手 当 管 理 職 手 当 調 整 手 当 宿 日 直 手 当 嘱 託 退 職 手当
管理職員

特別勤務手当

補 正 後 540 498

補 正 前 180 324

比 較 360 174

（単位　千円）

区　　　　　　　分 増　　　減　　　額 増 減 事 由 別 内 訳 説　　　　　　　　　　　　　　　　明 備　　　　　　　　　考

給 料 △ 2,758

給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 　 H29人勧給与改定

昇 給 に 伴 う 増 加 分 定期昇給、昇格

そ の 他 の 増 減 分 △ 2,758 人事異動

職 員 手 当 △ 43
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 　 勤勉手当

そ の 他 の 増 減 分 △ 43 人事異動

区　　　　　　　 　　　分 一　　　般　　　職

補正後

平均給料月額（円） 272,119

平均給与月額（円） 307,810

平　均　年　令（歳） 34.50

補正前

平均給料月額（円） 329,583

平均給与月額（円） 354,271

平　均　年　令（歳） 43.50



ウ　級別職員数

オ　期末手当、勤勉手当

区　　　　分
一　　般　　行　　政　　職

級 職　員　数　（人） 構　成　比　（％）

補 正 後

１級 1 25.0
２級 1 25.0
３級 1 25.0
４級 1 25.0
５級

６級

計 4 100.0

補 正 前

１級

２級

３級 2 50.0
４級 2 50.0
５級

4.400 有

６級

計 4 100.0

補 正 前 2.075 2.225  4.300

備　　　　　　考
６　月　（月分） １２　月　（月分） 　（月分）

2.275

有

補 正 後 2.125

区 分
支　　　給　　　期　　　別　　　支　　　給　　　率

支給率計（月分）
職務上の段階、職務
の級等による加算措

置



議案第６号 

平成２９年度富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の専決処分について 

 平成２９年度富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について、地方自治法

（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同

条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ６月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第７号

　平成２９年度 富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 8,729 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 190,885 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　３月３１日　　

平成２９年度　富士見町後期高齢者医療特別会計補正予算　(第４号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治



























議案第７号 

平成２９年度富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算（第２号）の専決処分について 

 平成２９年度富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算（第２号）について、地方自治

法（昭和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処分したので、

同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ６月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第８号

　平成２９年度 富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 151,126 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　３月３１日　　

平成２９年度　富士見町観光施設貸付事業特別会計補正予算　(第２号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治



























議案第８号 

平成２９年度富士見町富士見財産区特別会計補正予算（第２号）の専決処分について 

 平成２９年度富士見町富士見財産区特別会計補正予算（第２号）について、地方自治法（昭

和 22 年法律第 67 号）第 179 条第 1 項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第

3項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ６月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第９号

　平成２９年度 富士見町富士見財産区特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1,122 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 11,356 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　３月３１日　　 富 士 見 町 長 名　取　重　治

平成２９年度　富士見町富士見財産区特別会計補正予算　(第２号）

　（歳入歳出予算補正）



























議案第９号 

平成３０年度富士見町一般会計補正予算（第１号）の専決処分について 

 平成３０年度富士見町一般会計補正予算（第１号）について、地方自治法（昭和 22年法律

第 67 号）第 179条第 1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第 3項の規定に

より報告し、議会の承認を求める。 

平成３０年 ６月 ７日  提 出 

 富士見町長  名 取 重 治 



専決第１０号

　平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 645 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,399,645 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

上記のとおり地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

平成３０年　５月１０日　　

平成３０年度　富士見町一般会計補正予算　(第１号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治



























議案第１０号 

 

 

 

富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例 

 

 

 

 富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第 号 

 

富士見町印鑑の登録及び証明に関する条例 

 

 富士見町印鑑条例（昭和 49年富士見町条例第 1号）の全部を改正する。 

(目的) 

第 1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項を定め、もつて町民の利便を

増進するとともに、取引の安全に寄与し、あわせて事務の合理化に資することを目的とす

る。 

(印鑑の登録資格) 

第 2 条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号。

以下「法」という。) に基づき、当町の住民基本台帳に記録されている者とする。 

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができな

い。 

(1) 15歳未満の者 

(2) 成年被後見人 

(印鑑の登録申請) 

第 3条 印鑑の登録申請は、次に掲げる方法によって行うものとする。 

(1) 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。) は、登録を受けよう

とする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。 

(2) 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないと

きは、代理人に申請させることができる。 

(印鑑の登録申請の確認) 

第 4条 町長は、前条の規定による印鑑の登録申請があったときは、当該登録申請者が本人

であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならな

い。 

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認め

る方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を提出させるとともに、

町長が適当と認める書類を提示させることにより行う。 

3 前項に規定する手続に関し、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら行

うことができないときには、代理人に行わせることができる。 

4 登録申請者が自ら申請した場合において、次の各号の１に該当するときは、第 2項に規

定する確認の方法を省略することができる。 

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付した

ものの提示があったとき。 

(2) 当町において既に印鑑の登録を受けている者（第 20 条第 1 項の規定に基づく代理



人を除く。）により登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面の提出があったと

き。 

(3) その他町長が特に認めたとき。 

(登録印鑑) 

第 5条 登録できる印鑑の数量は、1人 1個に限るものとする。 

(印鑑の登録申請の不受理） 

第 6条 町長は、次の各号の１に該当する印鑑については、当該印鑑の登録申請を受理する

ことができない。 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令

(昭和 42年政令第 292号)第 30条の 26第 1項に規定する通称をいう。以下同じ。) 又

は氏名若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 

(2) 職業、資格、その他氏名又は通称以外の事項を表しているもの 

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 

(4) 印影の大きさが一辺の長さ 8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ 25

ミリメートルの正方形に収まらないもの 

(5) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの 

(6) 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が

著しく類似しているもの 

(7) その他登録を受けようとする印鑑が、不適当と町長が認めたもの 

2 町長は、前項第 1 号及び第 2 号の規定にかかわらず、外国人住民(法第 30 条の 45 に規

定する外国人住民をいう。以下同じ。) のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に

記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑

により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。 

(登録事項) 

第 7条 町長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上で、印影のほ

か、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。 

(1) 登録番号 

(2) 登録年月日 

(3) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び

通称) 

(4) 出生の年月日 

(5) 住所 

(6) 前条第 2項の規定により登録する場合には、当該氏名の片仮名表記 

(7) その他町長が必要と認める事項 

2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法

により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。) をもって



調製するものとする。 

(印鑑登録原票の修正) 

第 8条 印鑑の登録を受けている者（以下「登録者」という。）又はその代理人は、住所等

の登録事項（印影を除く。）について変更しようとする場合には、町長に対して、その旨

を届出しなければならない。 

2 町長は、前項の届出があったとき又は印鑑登録原票に登録されている事項（印影を除く。）

に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとす

る。 

(印鑑登録原票の再製) 

第 9条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、当該登録者にその旨を通知し、登録印鑑

の提示を求めて印鑑登録原票の再製をするものとする。 

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。 

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。 

(印鑑登録証の交付) 

第 10条 町長は、第 7条第 1項の規定により印鑑を登録したときは、印鑑の登録を受けて

いる旨を証する書面（以下「印鑑登録証」という。）に登録番号を付し、登録申請者に交

付するものとする。ただし、疾病その他やむを得ない理由により自ら受領することができ

ないときは、代理人をして受領させることができる。 

(印鑑登録証の効力） 

第 11条 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対しての

み印鑑登録証明書を交付するものとする。 

2 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明

書の交付を受けることはできない。  

3 印鑑登録証明書の交付を申請するときに印鑑登録証を所持している者は、登録者又はそ

の代理人とみなす。 

(印鑑登録証の再交付) 

第 12条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときに限り、町長に対して印鑑

登録証の再交付を申請することができる。ただし、登録者が疾病その他やむを得ない事由

により、自ら申請することができないときは、代理人に申請させることができる。 

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えてしなければならない。 

3 町長は、前２項による申請があったときには、印鑑登録原票の登録事項を照合し適正で

あると確認できた場合には、当該申請者又はその代理人に対して印鑑登録証を直接再交

付するものとする。 

(印鑑登録証の亡失届) 

第 13 条 登録者が印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。 

 



(印鑑登録証明書の交付申請) 

第 14条 登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合に

は、印鑑登録証を添えて申請しなければならない。 

2 前項の規定にかかわらず、登録者であり、かつ、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 2 条第 7 項に規定する個

人番号カード（電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法

律 (平成 14年法律第 153号)第 22条第 7項の規定による利用者証明用電子証明書が記録

されているものに限る。）を保有する者は、多機能端末機（本町の使用に係る電子計算機

と電子通信回線を通じて接続された民間事業者が設置する通信端末機器であって、個人

番号カードの機能を用いて証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。）によ

り、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則

(平成 15年総務省令第 120号)第 42条第 2項に規定する暗証番号(以下「暗証番号」とい

う。) を自ら入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。 

3 町長は、印鑑登録証明書の交付申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票と照

合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書

を交付するものとする。 

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理) 

第 15条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しな

いものとする。 

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損しているため、登録番号等の識別が困難であ

るとき。 

(2) 消除されるべき印鑑登録原票に係る印鑑登録の証明を求められたとき。 

(3) 第 9条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示が

なされないとき。 

(4) 第 14条第 2項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。 

(5) 第 14 条第 2 項の場合において、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証

明書の効力が失われているとき。 

(6) 前条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。 

(7) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。 

(8) その他町長が不適当と認めるとき。 

(印鑑登録証明書の交付) 

第 16 条 町長は、第 14 条第 1 項の申請を受理したときは、印鑑登録証明書を交付するも

のとする。 

2 町長は、第 14 条第 2 項の申請があつたときは、当該申請が行われた多機能端末機によ

り印鑑登録証明書を交付するものとする。 

3 第 11条の規定は、前項の規定による印鑑登録証明書の交付については、適用しない。 



4 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録さ

れている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、プリンター

から打出したものを含む。) について町長が証明するものとし、併せて第 7 条第 1 項に

規定する事項（登録番号及び登録年月日を除く。）を記載するものとする。 

5 町長は、印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に印鑑登録原票に登録されてい

る印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。 

(印鑑の登録廃止) 

第 17条 登録者又はその代理人は、次の各号の１に該当する場合は、印鑑登録証を添えて

印鑑登録の廃止を町長に申請しなければならない。 

(1) 印鑑の登録の廃止をしようとするとき。 

(2) 登録された印鑑を亡失したとき。 

(印鑑登録の消除) 

第 18条 町長は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を消除するも

のとする。 

(1) 第 13条に規定する印鑑登録証の亡失の届出があったとき。 

(2) 前条に規定する印鑑登録の廃止申請があったとき。 

(3) 登録者が転出したとき。 

(4) 登録者が死亡したとき。 

(5) 失踪宣告を受けたとき又は後見開始の審判を受けたとき。 

(6) 氏名、氏又は名（外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。）を変

更したとき。ただし、登録してある印影を変更する必要のない場合を除く。 

(7) 外国人住民にあっては法第 30 条の 45 の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき

(日本の国籍を取得した場合を除く。)。 

(8) その他町長が登録を消除すべき事由が生じたと認めるとき。 

2 町長は、前項第 5号、第 6号及び第 8号の規定により印鑑の登録を消除したときは、当

該登録者にその旨を通知しなければならない。 

(印鑑登録証の返還) 

第 19条 登録者は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録証を町長に返還しなけ

ればならない。 

(1) 第 13条の規定により亡失の届出をした印鑑登録証を発見したとき。 

(2) 前条第 1項第 2号から第 7号までの規定により印鑑登録原票が消除されたとき。 

(代理人による申請等) 

第 20 条 第 3 条の申請、第 4 条第 3 項の手続、第 8 条第 1 項の届出、第 10 条の交付、第

12条第 1項の申請、第 13条の届出又は第 17条の申請を代理人により行わせる場合には、

委任の旨を証する書面を添えなければならない。 

2 代理人の本人確認については、第 4条第 4項第 1号に規定する書面その他町長が必要と



認める書面の提示により行うものとする。 

3 町長は、第 13条の届出又は第 17条の申請が代理人により行われた場合には、当該届出

が事実に基づくものであること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確

認するものとする。 

(閲覧の禁止) 

第 21条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しては

ならない。 

(質問調査) 

第 22条 町長は、印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるとき

は、職員に関係人に対して質問調査をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができ

る。 

(富士見町行政手続条例の適用除外) 

第 23条 この条例の規定により町長がする処分については、富士見町行政手続条例(平成 8

年富士見町条例第 1号)第 2章及び第 3章の規定は適用しない。 

(規則への委任) 

第 24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定

める。 

 

附 則  

この条例は、平成 31年 3月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



議案第１１号 

 

 

 

富士見町税条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 富士見町税条例（昭和30年富士見町条例第42号）の一部を次のとおり改正するものとす

る。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

富士見町税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 富士見町税条例（昭和 30 年富士見町条例第 42 号）の一部を次のように改正する。 

  附則第 10条の２第 19項を同条第 20項とし、同条第 18項の次に次の１項を加える。 

 19 法附則第 15条第 47項に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。 

第２条 富士見町税条例の一部を次のように改正する。 

  附則第 10条の２第 19項中「附則第 15条第 47項」を「附則第 15条第 46項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、生産性向上特別措置法（平成 30 年法律第 25 号）の施行の日から施行する。

ただし、第２条の規定は、平成 31年 4月 1日から施行する。 



議案第１２号 

 

 

 

富士見町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 富士見町国民健康保険条例（昭和34年富士見町条例第4号）の一部を次のとおり改正す

るものとする。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

富士見町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 富士見町国民健康保険条例（昭和34年富士見町条例第4号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第15条第1号中「100分の5.50」を「100分の5.70」に改め、同条第2号中「100分の

31.00」を「100分の25.70」に改める。 

第15条の6の6第1項第1号中「100分の2.20」を「100分の2.13」に改め、同項第2号中

「100分の12.60」を「100分の9.60」に改め、同項第3号中「8,500円」を「7,900円」に改

め、同項第4号中「7,000円」を「6,800円」に改める。 

第15条の11第1号中「100分の2.20」を「100分の1.80」に改め、同条第2号中「100分の

15.20」を「100分の9.00」に改め、同条第3号中「10,300円」を「7,900円」に改め、同条

第4号中「6,500円」を「5,000円」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第1条 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

第2条 改正後の富士見町国民健康保険条例の規定は、平成30年度分の保険料から適用

し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。 



議案第１３号 

 

 

 

富士見町地域経済牽引事業の促進等のための固定資産税の課税の特例に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町地域経済牽引事業の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例（平

成 28年富士見町条例第 15号）の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

富士見町地域経済牽引事業の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例

の一部を改正する条例 

 

富士見町地域経済牽引事業の促進等のための固定資産税の課税の特例に関する条例（平

成 28年条例第 15号）の一部を次のように改正する。 

 

第 2条第 1項第 1号中「第 5条第 16項」を「第 5条第 15項」に改める。 

第 4条中「基準に係る確認を受けたもの」の次に「及び、同法第 25条の規定に該当する

もの」を加え、「構造物」を「構築物」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、平成 30年 4月 1日から適用する。 



議案第１４号 

 

 

 

富士見町公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 富士見町公園の設置及び管理に関する条例(平成 11年富士見町条例第 5号)の一部を次の

とおり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

富士見町公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

富士見町公園の設置及び管理に関する条例(平成 11年富士見町条例第 5号)の一部を次の

ように改正する。 

 

第 2条の 6の次に次の 1条を加える。 

(都市公園の運動施設の制限) 

第２条の７ 政令第 8条第 1項の条例で定める割合は、100分の 50とする。 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



 

議案第１５号 

 

 

 

富士見町立コミュニティ・プラザ設置条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町立コミュニティ・プラザ設置条例(平成 6年富士見町条例第 11号)の一部を次の

とおり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



 

富士見町条例第  号 

 

 

富士見町立コミュニティ・プラザ設置条例の一部を改正する条例 

 

 

富士見町立コミュニティ・プラザ設置条例(平成6年富士見町条例第11号)の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第1条中「複合施設」の次に「及び多目的交流広場」を加える。 

第2条の表中「富士見3,597番地1」を「富士見3597番地1」に改める。 

第7条中「入館」の次に「・入場」を、「退館」の次に「・退場」を加え、同条に次の2

項を加える。 

2 多目的交流広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許

可を受けなければならない。また許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とす

る。 

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。 

(2) 業として写真、又は映画を撮影すること。 

(3) 興行を行うこと。 

(4) 集会、その他これらに類する行為をすること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の全部又は一部を独占して利用すること。 

3 多目的交流広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委

員会が許可したもの、又はやむを得ないと認めたものについてはこの限りでない。 

(1) 広場施設を損傷し、又は汚損すること。 

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。 

(3) はり紙、又は広告を表示すること。 

(4) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又は停めておくこと。 

(5) 焚火、又は火気のもてあそびその他危険な行為をすること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理に支障のある行為をすること。 

第11条第1号及び第2号並びに第12条第1項中「設備」の次に「等」を加える。 

 



 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



議案第１６号 

 

 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和 43 年富士見町条例第 18

号)の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



富士見町条例第  号 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

富士見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年富士見町条例第18号)

の一部を次のように改正する。 

 

第2条第3項第1号イ中「12,550人」を「11,930人」に改め、同号ウ中「862.7ヘクター

ル」を「862.8ヘクタール」に改め、同号エ中「10,434立方メートル」を「8,792立方メー

トル」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



議案第１７号 

 

 

 

富士見町と岡谷市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を

廃止する規約の協議について 

 

 

 

 富士見町と岡谷市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約（平成

13 年告示第 67 号）を別紙規約のとおり廃止することについて、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 252 条の 14 第 3 項において準用する同法第 252 条の 2 の 2 第 3 項の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

富士見町と岡谷市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を

廃止する規約 

 

富士見町と岡谷市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約(平成

13年告示第67号)は、廃止する。 

 

附 則 

この規約は、平成31年4月1日から施行する。 



議案第１８号 

 

 

 

富士見町と諏訪市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を

廃止する規約の協議について 

 

 

 

 富士見町と諏訪市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約（平成

13 年告示第 68 号）を別紙規約のとおり廃止することについて、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 252 条の 14 第 3 項において準用する同法第 252 条の 2 の 2 第 3 項の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

富士見町と諏訪市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を

廃止する規約 

 

富士見町と諏訪市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約(平成

13年告示第68号)は、廃止する。 

 

附 則 

この規約は、平成31年4月1日から施行する。 

 



議案第１９号 

 

 

 

富士見町と茅野市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を

廃止する規約の協議について 

 

 

 

 富士見町と茅野市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約（平成

13 年告示第 69 号）を別紙規約のとおり廃止することについて、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67 号）第 252 条の 14 第 3 項において準用する同法第 252 条の 2 の 2 第 3 項の規定に

より、議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

富士見町と茅野市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を

廃止する規約 

 

富士見町と茅野市との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約(平成

13年告示第69号)は、廃止する。 

 

附 則 

この規約は、平成31年4月1日から施行する。 

 



議案第２０号 

 

 

 

富士見町と下諏訪町との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約

を廃止する規約の協議について 

 

 

 

 富士見町と下諏訪町との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約（平

成 13年告示第 70号）を別紙規約のとおり廃止することについて、地方自治法（昭和 22年

法律第 67 号）第 252 条の 14 第 3 項において準用する同法第 252 条の 2 の 2 第 3 項の規定

により、議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

富士見町と下諏訪町との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約

を廃止する規約 

 

富士見町と下諏訪町との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約(平

成13年告示第70号)は、廃止する。   

 

附 則 

この規約は、平成31年4月1日から施行する。 

 



議案第２１号 

 

 

 

富士見町と原村との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を廃

止する規約の協議について 

 

 

 

 富士見町と原村との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約（平成 13

年告示第 71号）を別紙規約のとおり廃止することについて、地方自治法（昭和 22年法律第

67号）第 252条の 14 第 3項において準用する同法第 252条の 2の 2第 3項の規定により、

議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

富士見町と原村との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約を廃

止する規約 

 

富士見町と原村との間の証明書等の交付等に係る事務の相互委託に関する規約(平成13

年告示第71号)は、廃止する。 

 

附 則 

この規約は、平成31年4月1日から施行する。 

 



議案第２２号 

 

 

 

富士見町の特定の事務を取扱わせる郵便局の指定等の取消しに関する協議について 

 

 

 

 富士見町の特定の事務を取扱わせる郵便局の指定等（平成 20 年富士見町告示第 27 号）

を別紙のとおり取り消すことについて、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱

いに関する法律（平成 13年法律第 120号）第 3条第 5項において準用する同条第 3項の規

定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



 

                                   別紙 

 

 

 

富士見町の特定の事務を取扱わせる郵便局の指定等の取消しについて 

 

富士見町の特定の事務を取扱わせる郵便局の指定等(平成20年富士見町告示第27号)を 

平成31年4月1日をもって取り消すこととする。 

 

 

 

 



議案第２３号 

 

 

 

損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

 

 

 別紙のとおり損害を賠償することについて和解し、賠償額を決定することについて、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第12号及び同項第13号の規定により議会の議決

を求める。 

 

 

 

平成３０年６月７日  提 出 

 

 

 

富士見町長  名 取 重 治         



別 紙 

 

 

 

損害賠償の和解と賠償額の決定について 

 

 

 

 次のとおり、損害を賠償することに和解し、賠償額を決定するものとする。 

 

 

 

 

１． 相手方 

所 有 者    ○                  

  ○       

運 転 者    ○                     

           ○       

自動車登録番号  ○             

 

２．事故の概要 

   平成３０年４月１０日午前９時３５分頃、山梨県北杜市白州町白須１０７９番先に

おいて、職員が運転する公用車が駐車場から国道２０号へ出た際、信号待ちしていた相

手方も信号が青となったため動き出し衝突した。 

 

３．和解の方法 

   示談の成立 

 

４．損害賠償額 

   金 ２４３,９８１円 

   （ただし、富士見町が相手方より受ける公用車損害額２４，６９３円と相殺し、相手

方に支払う精算金は２１９，２８８円とする。） 

 

５．支払い方法 

   当方保険会社 一般財団法人 全国自治協会 長野県町村自動車共済サービスから

相手方に直接支払い。 

 

 

 

 

 

 



 



議案第２４号

　平成３０年度 富士見町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 86,750 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 7,486,395 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　６月　７日　　提　出　　

平成３０年　　月　　日　　議　決

平成３０年度　富士見町一般会計補正予算　(第２号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治

富士見町議会議長 五　味　平　一









































議案第２５号

　平成３０年度 富士見町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2,869 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

　 それぞれ 1,478,908 千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出の金額は、

「第１表　歳入歳出予算補正」による。

平成３０年　６月　７日　　提　出　　

平成３０年　　月　　日　　議　決

平成３０年度　富士見町国民健康保険特別会計補正予算　(第１号）

　（歳入歳出予算補正）

富 士 見 町 長 名　取　重　治

富士見町議会議長 五　味　平　一
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